
～働き方改革関連法が施行されています～

◆ 時間外労働の上限規制（令和６年４月から建設事業、自動車運転者、医師等にも適用）

◆ 年５日の年次有給休暇の取得義務化 ◆ 同一労働同一賃金

◆ 時間外労働における割増賃金率の引上げ（令和５年４月から中小企業にも適用）

新たな働き方（テレワーク・副業等）における労務管理方法

時間外労働における割増賃金率の引上げへの対応

労働時間制度全般（36協定や変形労働時間制 等)

労働基準法等の改正内容（時間外労働の上限規制等）

長時間労働の削減に向けた取組み

このようにお悩みではないですか？

個別訪問によるご相談にも対応していますので、まずは

お気軽に、お近くの労働基準監督署（裏面）にお問合せ下さい。

｢働き方改革｣ への取組を支えるため

を労働基準監督署に設置しています。

中小企業事業主のみなさまへ

専門の「労働時間相談･支援班」が、以下のようなご相談について、

お悩みに沿った解決策をご提案します。

厚生労働省 新潟労働局 労働基準監督署

36協定や就業規則等の電子申請の利用方法

働き方改革に取り組む際に利用可能な助成金

来年４月から建設業や自動車
運転者などにも時間外労働の
上限規制が適用となります。

●残業時間を減らしたい！
●電子申請（36協定や就業規則）の方法がわからない！
●テレワークの労務管理方法を知りたい！
●有給休暇の取得義務化に対応したい！

自動車運転者に係る改善基準告示の改正への対応



最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策をご用意しています
（業務改善助成金、キャリアアップ助成金等）
詳しくは、新潟労働局ホームページをご覧ください。

◆ ｢労働時間相談・支援コーナー｣は、県内の労働基準監督署に設置しています。

◆ 窓口相談、電話相談も受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。

受付時間：８時３０分～１７時１５分（土･日･祝祭日を除く）

新潟労働局 助成金 検 索

Ｒ5.9

新潟働き方改革推進支援センターでは

労務管理に関する相談・コンサルティングに労務の専門家が対応いたします。

お気軽にご相談ください。

名称 所在地 電話番号 管轄区域

新潟
〒950-8624
新潟市中央区美咲町1-2-1
新潟美咲合同庁舎2号館2階

025(288)3572 新潟市(秋葉区・南区を除く)

長岡
〒940-0082
長岡市千歳1-3-88
長岡地方合同庁舎7階

0258(33)8711
長岡市(旧川口町を除く)、
柏崎市、出雲崎町、刈羽村

上越
〒943-0803
上越市春日野1-5-22
上越地方合同庁舎3階

025(524)2111 上越市、糸魚川市、妙高市

三条
〒955-0055
三条市塚野目2-5-11

0256(32)1150
三条市、加茂市、燕市、見附市、
弥彦村、田上町

新発田
〒957-8506
新発田市日渡96
新発田地方合同庁舎3階

0254(27)6680
新発田市、村上市、阿賀野市、
胎内市、聖籠町、関川村、
粟島浦村

新津
〒956-0864
新潟市秋葉区新津本町4-18-8
新津労働総合庁舎3階

0250(22)4161
新潟市のうち秋葉区・南区、
五泉市、阿賀町

小出
〒946-0004
魚沼市大塚新田87-3

025(792)0241
長岡市のうち旧川口町、小千谷
市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町

十日町
〒948-0073
十日町市稲荷町2-9-3

025(752)2079 十日町市、津南町

佐渡
〒952-0016
佐渡市原黒333-38

0259(23)4500 佐渡市


